
地区連合自治会町内会長 様

自治会町内会長 様

みどり環境局公園緑地管理課長

横浜市の公園が禁煙になることについての周知チラシの掲示について【掲示依頼】 

１ 事業の趣旨 

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安

全に安心して遊べる環境を確保するとともに、多くの方が集い、憩う公園で、受動喫煙

対策を進めるため、横浜市公園条例の一部改正し、禁止行為に「喫煙をすること」を 

追加しました。令和７年４月から横浜市の公園は禁煙となります。 

  このことについて、広く市民の皆様にお知らせするため広報チラシを作成しましたの

で、自治会町内会の掲示板への掲出について御協力をお願いいたします。 

２ 対象公園 

横浜市が管理する、都市公園法に基づき設置されている公園が対象 

３ 今後の予定 

・令和６年 10月～  公園が禁煙になることについて、順次、広報・ＳＮＳ等や現地掲

示による事前周知を行ています。 

・令和７年 ４月～  条例施行に合わせて、さらに巡回指導等により周知と注意を行い

ます。 

４ お願いしたいこと 

【区連長】  御承知おきください。

【地区連長】 地区連合定例会等で周知をお願いします。

【単位会長】 単位自治会町内会あて掲示物を送付します。掲示について御協力をお願い

します。

５ 広報チラシの掲示期間等 

広報チラシの到着後から３月末までを目安に掲示をお願いします。チラシが劣化した

場合等には、新規のものをお渡しすることも可能ですので、公園緑地管理課あて御連絡

ください。

※ 掲示板の空き状況等により御無理のない範囲で御協力をお願いします。

※ 各区の区連会で、掲示期間について個別ルールがある場合は、状況に応じて御対応くだ

さい。大変お手数ですが、依頼掲示期間後の３月末になりましたら、処分していただきま

すようお願いします。

みどり環境局公園緑地管理課 
電話 045-671-2642 /FAX 045-550-3916 
メール mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp
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みどり環境局公園緑地管理課 



【連絡先】 みどり環境局公園緑地管理課
TEL: 045-671-2642  MAIL: mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

■屋外での受動喫煙対策について、引き続きご協力をお願いします。
望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙が禁止されていない場所でも、周囲に人がいる場合には喫煙を控えるなどの配慮を
お願いします。また、市内全域でポイ捨ては禁止です。歩きたばこもやめましょう。

受動喫煙防止対策について
（健康福祉局健康推進課）

ポイ捨て・歩きたばこについて
（資源循環局街の美化推進課）

公園の禁煙化について
（みどり環境局公園緑地管理課）

令和７年４月から
横浜市の公園は
禁煙になります
みなさまが気持ちよく安心して公園を利用できるよう
ご理解とご協力をお願いします。



一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」への御協力の御礼について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  横浜市では平成 23年 1月に「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」を策定し、ごみと資源の総量を令

和 7年度までに 10%削減の目標を掲げ、取り組んできました。令和５年度のごみと資源の総

量は、市民、事業者の皆様の御協力により、基準年度対比 12.2％の削減となり、目標を２

年前倒しで達成できました。厚く御礼申し上げます。 

  また、「ヨコハマ プラ 5.3計画（令和６年１月策定）」の主要取組であるプラスチック

ごみの分別・リサイクルの拡大は、10月から先行の９区で順調にスタートを切ることがで

きました。引き続き、来年４月の全市拡大に向けて御協力をお願いいたします。 

   

２ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 令和５年度「ごみと資源の総量」の確定値について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ プラスチックごみの分別拡大の実績（速報値）について（９区、10月４週間累積値（※１）） 

  開始から１か月の実績値は次のとおりです。ラップ、チャック付きポリ袋、ビニール袋

が燃やすごみに多く含まれています。これらはプラスチック資源となりますので分別をお

願いします。 

 
令和４年 10月 

（プラ 5.3計画基準年度） 
令和６年 10月 削減量 

 

市民１人あたり

の年間削減量※２ 

燃やすごみに含まれる 

プラスチック資源の量 
1,886ｔ/4週 1,295ｔ/4週 591t/4週 4.7kg/年・人 

※１ 同じ曜日回りで比較するため、10月１日～28日までの４週間の累積値としています。 

※２ プラ 5.3計画の目標を市民１人あたりに換算すると削減量 5.3kg/年 

 

          

市連会 1 1 月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 1 1 月 1 2 日 

資 源 循 環 局 政 策 調 整 課 

 

R5 年度 12.2％削減 
（平成 21 年度対比） 

128 万 t 

その他プラス 

チック製品 

52.4％ 
プラ資源以外 

94.3％ 

ラップ 

28.0％ 

チャック付きポリ袋等 

19.6％ 

容器包装

3.8％ 

プラスチック 

製品１.９％ 

112 万 t 

資源循環局政策調整課 
担当 今井、木村、川邊 
電話 045-671-2503 /FAX 045-550-4239 
メール sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp 

ごみと資源の総量の推移（【目標】H21 年度比で 10％削減） 

燃やすごみの内訳 プラスチック製品内訳 

（分別拡大対象物） 

プラスチック資源 



 
横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の方向けの 

マイナ保険証専用コールセンターについて【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  本年 12 月２日で、横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の紙（プラスチック）の

健康保険証の新規交付が行われなくなり、医療機関の受診に際してはマイナ保険証の利用

が原則となります。 

なお、マイナ保険証の有無にかかわらず引き続き次の方法で受診をすることができます。 

  ＜12月２日以降の受診方法＞ 

 令和６年 12月２日～ 

保険証有効期限 

保険証有効期限後 

マイナ保険証がない方 ・有効期限内の健康保険証 

 

・資格確認書 

※資格確認書は自動交付されます 

マイナ保険証がある方 ・マイナ保険証 

・有効期限内の健康保険証 

・マイナ保険証 

 

   

横浜市では、横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者様向けに、マイナ保

険証に関するご質問にお答えするための専用コールセンターを設置しています。 

  専用コールセンターのご紹介とマイナ保険証の概要をお示しした資料を単位会長宛に

お送りします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で専用コールセンターが開設されている旨ご周知ください。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で専用コールセンターが開設されている旨ご周知ください。 

 

３ 情報提供内容 

  次の内容を記載した資料を単位会長宛に送付します。詳細は別添をご参照ください。 

 (1) 専用コールセンターの情報 

 

       【専用コールセンター】 

    TEL:０４５－６２０－８１８７ 

    令和７年１月 31日まで（土日祝日を除く）９時から 19時まで 

 

 (2) マイナ保険証の概要 

    ア マイナ保険証とは 

   イ マイナ保険証の利用登録方法 

   ウ  マイナ保険証の使い方 

 (3) マイナ保険証を持っていない方の受診方法 

(4) よくある質問とその回答 

   被保険者の方、地域の方から多くいただく質問についてまとめています。 

市連会 11 月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 1 1 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 保 険 年 金 課 
     医 療 援 助 課 

健康福祉局保険年金課（国民健康保険） 
担当 二瓶、稲川、日景 
電話 045-671-2422 /FAX 045-664-0403 
メール kf-kokuho-skk@city.yokohama.jp 
健康福祉局医療援助課（後期高齢者医療） 
担当 杉田、藤井、伊藤 
電話 045-671-2409/FAX 045-664-0403 
メール kf-iryoenjo@city.yokohama.jp 

 

tel:%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%96%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%8D%EF%BC%98%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97
mailto:kf-kokuho-skk@city.yokohama.jp
mailto:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp


【横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ】 

 

● 横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度のマイナ保険証移行に関する 

専用コールセンターを設置しています！ 

 

 【専用コールセンター】 

  TEL:０４５－６２０－８１８７ 

  令和７年１月 31日まで（土日祝日を除く）９時から 19時まで 

  

 

※横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険の方は、ご加入  

の健康保険にお問い合わせください。 

 

 

● マイナ保険証について 

 【マイナ保険証とは】 

  お持ちのマイナンバーカードを保険証としても利用することです。 

あらかじめ、自身で利用登録をする必要があります。 

  

【マイナ保険証の利用登録方法】 

  医療機関、薬局のカードリーダー等で利用登録をすることができます。 

  詳しい操作方法は、別紙１「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは医療機関・薬局

の受付でもＯＫ！」を参照ください。 

 

 【マイナ保険証の使い方】 

  医療機関、薬局のカードリーダーにマイナ保険証を読み取ることで使うことができます。 

  詳しい操作方法は別紙２「マイナンバーカードを健康保険証として使うには」を参照ください。 

 

● 12 月２日以降の受診方法について 

12 月２日以降の受診方法についてまとめています。 

マイナ保険証がない方も安心して受診することができます。 

 令和６年 12月２日～ 

保険証有効期限 

保険証有効期限後 

マイナ保険証がない方 ・有効期限内の健康保険証 

 

・資格確認書 

※資格確認書は自動交付されます 

マイナ保険証がある方 ・マイナ保険証 

・有効期限内の健康保険証 

・マイナ保険証 

 

 

tel:%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%96%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%8D%EF%BC%98%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97


マイナ保険証に関する質問 
（国民健康保険・後期高齢者医療制度） 

 

Q１ 12 月２日から紙の保険証が使えなくなるのですか 

１２月２日以降も紙の保険証に記載されている有効期限まで使用することができま

す。このため、12 月２日以降も紙の保険証は廃棄しないでお持ちください。 

 

Ｑ２ マイナ保険証として利用するにはどうすればいいのですか 

  マイナ保険証の利用登録をするには、ご自身のマイナンバーカードが必要となります。 

  以下の場所で、利用登録をすることができます。 

① 医療機関・薬局の受付（カードリーダー） 

② セブン銀行のＡＴＭ（セブンイレブン店舗等） 

③ ご自身のスマートフォン、パソコンからマイナポータルで登録 

 

Ｑ３ マイナ保険証が無い場合はどのようにして医療機関に受診すればいいのですか 

  紙の保険証が有効期限（最大令和７年７月 31 日まで）まで利用することができます。 

  また、マイナ保険証の利用登録をされていない方には、資格確認書を交付しますの

で、そちらを医療機関窓口等で提示いただくことで、これまでどおり医療機関等で受

診することができます。 

 

Ｑ4 医療機関のカードリーダーが故障等で使えない場合に、マイナ保険証の被保険者

は、どのように受診すればいいのですか。 

  マイナ保険証の利用登録をしている方には、保険者から「資格情報のお知らせ」（※）

を送付します。マイナ保険証を利用できない医療機関等に受診する場合には、マイナ保

険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に医療機関窓口に提示いただくことで、受診する

ことができます。 

 

※資格情報のお知らせ・・・簡便に保険情報を確認できるようA４サイズの用紙に被保険

者氏名、被保険者番号、一部負担割合等を記載しています。（後期高齢者医療制度の被

保険者については、令和７年８月１日以降発行いたします。） 



マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、
健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です！

医療機関・薬局の 受付でもOK！
当日その場でも
いいのね♪

健康保険証利用の
申込みのお問合せ先

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは

顔認証付き
カードリーダーに

マイナンバーカードを置く

登録完了
同
意
取
得(

お
薬
情
報
な
ど)

利用

この画面から

お申込み

保険証登録未実施の
場合

次の画面へ

※カードリーダーのメーカーにより
画面が異なります

マイナンバーカードが
健康保険証として利用可能に！

※顔認証付きカードリーダーの機種によっては本人確認や同意取得の必要と
なるタイミングが、異なる場合があります。
※申込完了までに少々お時間をいただく場合がございます。
※転職・転居等により保険者が変わり手続が終了していない場合などには、
マイナ保険証で受診いただけないことがあります。

本
人
確
認(

顔
認
証
等)

別紙１



マイナンバーカードを健康保険証として使うには
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「新たな横浜市地震防災戦略」（素案）に係る 

市民意見募集の実施について【情報提供】

１ 趣旨 

横浜市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策

を強化するため、新たな取組や重点施策などを盛り込んだ「新たな地震防災戦

略」の検討を進めています。 

12月中旬に素案を公表し、市民の皆様から広く御意見をいただくための

市民意見募集を行いますので、事前にお知らせします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

３ 市民意見募集について 

(1) 募集期間（予定）

令和６年 12月中旬から令和７年１月中旬まで

※ 詳細は、市ウェブページ等でお知らせします。

※ 広報よこはま 12月号においても御案内する予定です。

(2) 素案及び概要版リーフレットの閲覧・配架場所

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所広報相談係ほか

※ 市ウェブページにも掲載します。

(3) 御意見の提出方法

横浜市電子申請・届出システム、リーフレット付属のはがきによる郵送、

電子メール又はＦＡＸ 

４ 今後のスケジュール 

・令和６年 12月中旬～令和７年１月中旬 素案に係る市民意見募集

・令和７年３月末 「新たな地震防災戦略」策定

総務局危機管理室防災企画課
担当 阿武（あんの）、田岡
電話 045-671-4096 /FAX 045-641-1677
メール so-bousaikikaku@city.yokohama.lg.jp

＜現在検討中の主な視点＞ 
・災害が起きる前からの備え（地震火災対策、耐震化、防災意識の啓発など）
・被災者支援（避難所環境、物資、要配慮者支援、多様な避難への支援など）
・災害時の拠点強化（旧上瀬谷通信施設地区への広域防災拠点の整備など）
・公共インフラの強じん化（橋梁、道路がけ、上下水道の耐震化など）

区連会 11 月定例会資料 

令 和 ６ 年 1 1 月 2 0 日

総 務 局 防 災 企 画 課 



地区連合町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

青葉区長 

令和７年度改選 委嘱委員の推薦について（依頼） 

日頃から、区政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、現在各地域で御活躍いただいております次の委嘱委員の方々の任期が、令和７年３月 31日

をもって満了となります。 

つきましては、新たな候補者の推薦について御協力いただきますようお願い申し上げます。 

委嘱委員 スポーツ推進委員 環境事業推進委員 保健活動推進員 明るい選挙推進員 

任期 ２年（令和７年４月１日から令和９年３月 31日） 

提出期限 令和７年２月 21日（金） 

提出先・ 

問い合わせ 

地域振興課 

スポーツ・施設担当

電話 978-2296

（地区連合取りまと

めによる、紙での提

出のみ） 

資源循環局 

青葉事務所 

電話 975-0025 

福祉保健課 

健康づくり係 

電話 978-2438 

総務課 

統計選挙係 

電話 978-2205 

電子申請システム（https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/ 

cu/141003/ea/residents/procedures/apply/8277b52f-388c-

470e-a9d7-e6d4ff2c6449/start）でもご提出いただけます。 

 

推薦人数 地域の実情に応じ

た、自治会活動に必

要な人数 

（人数調整が必要な

場合は、地区連合町

内会、各地区スポー

ツ推進委員連絡協議

会会長等と協議を行

うことができる） 

原則自治会町内会

で１人 

（地域の実情に応

じて柔軟に対応い

たします） 

自治会町内会で１人

以上 

（地域の実情に応じ

て柔軟に対応いたし

ます） 

原則自治会町内会

で１人 

（地域の実情に応

じて柔軟に対応い

たします） 

詳細資料 地区連合自治会・ 

町内会長に手渡し 

自治会・町内会 

配送ルートで送付 

自治会・町内会 

配送ルートで送付 

後日郵送 

任期途中の 

委員交代について 
各委員所管課（上記 問い合わせ先）にご連絡ください。 

＜電子申請システム二次元コード＞ 



令和７年度改選 委嘱委員一覧 

委嘱委員名 スポーツ推進委員 環境事業推進委員 

市所管課 にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課 資源循環局街の美化推進課 

任期 ２年 ２年 

委嘱期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 

主な職務 

※詳細は各委員の

資料をご確認くだ

さい 

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係わる連絡調整

及び協力を行うこと。 

(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び充実を図

ること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指

導及び助言を行うこと。 

(1) 街の美化の推進に向けた、地域清掃や美化キャンペーン

(2) 地域イベント等での３Ｒ行動の啓発

(3) ごみ集積場所での分別排出やごみ出しマナーの啓発

(4) 地域と行政機関との連絡調整や情報提供

推薦人数 地域の実情に応じた人数（自治会町内会で必要な人数） 原則自治会町内会で１名 

（地域の実情に応じて柔軟に対応いたします） 

推薦基準 (1) 18 歳以上の横浜市在住の方

(2) 委嘱時（令和７年４月１日現在）に、新任の場合は原

則 65 歳未満の方、再任の場合は原則 70 歳未満の方 

(3) 社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解がある

方 

(4) 地域などで、熱意をもってスポーツ大会や各種スポー

ツ教室の企画・運営をし、指導・助言のできる方

(5) スポーツ活動・行事に積極的に参加できる方

※若い世代や女性の推薦について御配慮いだけますと幸い

です。 

(1) 自治会・町内会等と緊密な連携をとれる方

(2) 推進委員の職務に関心のある方

年齢要件（上限） 新任者は原則 65 歳未満、再任者は原則 70 歳未満 なし 

01171311
テキストボックス
別紙



委嘱委員名 保健活動推進員 明るい選挙推進員 

市所管課 健康福祉局健康推進課 選挙管理委員会事務局調査課 

任期 ２年 ２年 

委嘱期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 

主な職務 

※詳細は各委員の資

料をご確認ください 

特色に応じた健康づくりの推進 

(1) 健康づくり活動の企画・実践

(2) 区役所等の健康づくり事業への協力

(3) 介護予防、高齢者支援や子育て支援など、地域の実状

にあわせた活動の展開 

(1)平常時及び各種選挙時における選挙啓発活動

(2)選挙啓発に関する各種事業への参加

(3)選挙事務への従事及び地域における投票制度の広報

の実施 

推薦人数 自治会町内会で１名以上を基本とし、地域の実情に応じた

必要人数 

自治会町内会で１名以上を基本とし、地域の実情に応じ

た必要人数（区によって基準が若干異なります） 

推薦基準 (1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実

施する意欲がある方。 

(2) 任期の２年間を通して活動ができる方。

(3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動

ができる方。 

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、

積極的に参画できる方。 

(5) 委嘱日（令和７年４月１日現在）に、原則 78 歳未満

の方。 

(1)明るい選挙推進運動の趣旨をご理解いただける方。

(2)上記の活動等に積極的に参加できる方。

年齢要件（上限） 原則 78歳未満 なし 



資 街 第 9 8 3 号 

令和６年 11 月 日 

 

自治会・町内会長 各位 
 横浜市長 山中 竹春  

 
令和７・８年度 横浜市環境事業推進委員の推薦について（依頼） 

 
 深秋の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日ごろから、資源循環行政に格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、本市では、ごみの減量・リサイクルや地域の清潔保持等の推進を図るため、環境事業推

進委員制度を設けておりますが、各自治会・町内会の御推薦により地域においてご活躍いただい
ている環境事業推進委員の皆様の任期が、令和７年３月 31日に満了を迎えることとなりました。 

つきましては、次により次期推進委員の御推薦をいただきますよう御依頼申し上げます。 
 
１ 任期（委嘱期間） 
  令和７年４月１日から令和９年３月 31日まで（２年間） 

 
２ 環境事業推進委員の主な活動 

（１）街の美化の推進に向けた、地域清掃や美化キャンペーン 
（２）地域イベント等での３Ｒ行動の啓発 

（３）ごみ集積場所での分別排出やごみ出しマナーの啓発 
（４）地域と行政機関との連絡調整や情報提供 

 
３ 推薦基準 

（１）自治会・町内会等と緊密な連携をとれる方 
（２）２の活動に関心のある方 

 
４ 推薦人数 

貴自治会・町内会から原則１名の御推薦を基本としますが、推薦人数につきましては、地域
の実情に応じて柔軟な対応とさせていただきます。 

また、ご推薦の際は、ご本人への確認をお願いいたします。（再任可） 
 

５ 推薦書の提出期限 
  令和７年２月 21日（金）まで 

 
６ 提出先 

資源循環局の各区収集事務所あて、推薦書（別紙）を送付願います。 
 

７ 今後のスケジュール 
  令和７年４月以降、各区において委嘱式を開催する予定です。 

  推進委員の皆様には、別途案内状を送付いたします。 

 
８ 添付資料 

（１）推薦書（不足する場合は、コピーしてお使いください） 
（２）環境事業推進委員のご案内パンフ『環境事業推進委員は「GREEN LEADER」』 

 
問合せ、提出先：資源循環局青葉事務所   

        〒225-0024 青葉区市ケ尾町 2039-1、電話 975-0025  
担当：横浜市 資源循環局 街の美化推進課 

鈴木、石田 電話 671-3817 

区連会 1 1 月定例会資料 
令 和 ６ 年 1 1 月 2 0 日 
資源循環局街の美化推進課 



 
環境事業推進委員候補者推薦書 

 
令和   年  月  日 

資源循環局長 
（推薦者職氏名） 
 自治会町内会名                

 
 自治会町内会長名               

  
次の者を環境事業推進委員に推薦します。 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ）※  

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅・携帯） 

Ｅメール※   
 
フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ）※  

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅・携帯） 

Ｅメール※   
 
フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ）※  

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅・携帯） 

Ｅメール※   
 ※欄は任意です。 
 
 被推薦者（推薦を受ける者）の同意及び推薦内容の本人確認について 

 推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、同意を得ていただきますようお願いしま
す。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

□ 推薦にあたり、氏名等推薦内容は、被推薦者の同意・確認を得ています。 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は、委員相互の連絡、委嘱委員所管課にお

ける共有および連絡調整等に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 
 

 
 

事務所記入欄 
受付日：令和 ７年  月   日、 入力日：令和 ７年  月   日、 W チェック：□  
受付者：                 、  委嘱予定日：令和 ７年 ４月 １日 



連絡協議会

環境事業推進委員は「環境にやさしい行動」の地域での推進役。

ごみの分別やリサイクル、エコなことに興味のある方を募集します。

環境事業推進委員
は

「GREEN LEADER」

集積場所で分別啓発

地域で啓発活動

地域で清掃活動

プラごみ削減キャンペーン

グ リ ー ン リ ー ダ ー

地域への情報発信（回覧など）

「GO GREEN」は「環境にやさしい行動をとる」という意味があります。2050年の脱炭素社会の実現に向け、市民・事
業者の皆様と共に、脱炭素・環境施策を推進するための合言葉です。脱炭素施策を始め、生物多様性、資源循環等、脱炭
素社会の実現につながる環境施策全般のスローガンです。



問合せ 横浜市 資源循環局 青葉事務所 ℡975-0025 横浜市 資源循環局 街の美化推進課 ℡671-3817

環境事業推進委員とは…

どんな立場？
自治会町内会ごとにご推薦いただき、市長から委嘱する委員です。
それぞれの地域で、資源循環の取組(ごみ減量・資源化）、街の美化、脱炭素の推進

等を中心に、環境全般の事業を推進するボランティアリーダーです。

任期は？
令和７年４月１日～令和９年３月31日 (２年間)

活動は？
・ごみ集積場所での分別排出やごみ出しマナーの啓発
・地域清掃や美化キャンペーン
・地域イベント等での３Ｒ行動の啓発
・地域と行政機関との連絡調整や情報提供
自治会町内会内の活動と、地区・区ごとの活動があります。

脱炭素って？
今、地球上では、CO₂（二酸化炭素）などの温室効果ガスの増加が原因とみられる気

候変動・異常気象が起こっています。温室効果ガスの大半を占めるCO₂は、石油などの
化石燃料を燃やすと発生します。
脱炭素社会の実現に向けて、３Ｒの推進や省エネなど、CO₂排出量を減らす、「環境

にやさしい行動をとる (GO GREEN) 」取組みを、毎日の生活の中から進めましょう。

３Ｒ月間イベント

環境事業推進委員の地域活動にお役に立つよう、

以下の支援をしています。

〇研修会／参考資料の配布

・委嘱式時に研修会を実施

・毎年１回程度全体研修会を実施

・具体的な活動事例を紹介する手引の配付

・脱炭素や資源循環にかかる資料を配付

〇Web

・自身の学びや啓発活動に役立つ情報を掲載

○活動費の助成

・地区連合町内会単位に活動費を助成

研修会
活動の手引き

ウェブページ



保健活動推進員は、地域の健康づくり活動の推進役として、区役所と協力しながら地域の健康づくり

の推進のために活動しています。現在、自治会町内会等の推薦により横浜市長から委嘱された約 3,700

人の保健活動推進員が活躍中です。 

活動内容 

(1) 健康づくり活動の企画・実践

【活動例】健康チェック、体力測定の実施、ウォーキングや体操教室の開催、禁煙や、健（検）診受

  診のすすめなどの啓発活動 

(2) 区役所等の健康づくり事業への協力

(3) 介護予防、高齢者支援や子育て支援など、地域の実状にあわせた活動の展開

【活動例】介護予防体操サロンの開催、保健活動推進員によるミニデイサービスの実施、赤ちゃん教

  室の開催 

各区の保健活動推進員さんの活動の様子は、区のホームページで紹介されています。 

ぜひ、ご覧ください。 

任期等 

２年間（令和７年４月１日から令和９年３月 31 日まで）※ただし、再任を妨げません。 

推薦要件 

横浜市民で、次の要件を満たす方を要件としています。 

(1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲がある方

(2) 任期の２年間を通して活動ができる方

(3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動ができる方

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、積極的に参画できる方

(5) 委嘱時（令和７年４月１日現在）に、原則 78 歳未満の方

活動保障 
 活動中や活動前後の移動途中でケガをした場合、相手にケガを負わせてしまった場合、器物を破損してしまった場合に備え、

社会福祉法人全国社会福祉協議会ボランティア活動保険、横浜市市民活動保険に横浜市が加入しています。 

個人情報の取扱いについて 
自治会町内会から区役所に提出いただく「推薦名簿」には、委嘱及び事務連絡のために必要な最小限の個人情報を記

載させていただきます。活動に必要な場合は、保健活動推進員会で、皆様のお名前と連絡先を記載した名簿を作成し、

会の中で配布することもあります。 

保健活動推進員について 



01081105
テキストボックス
令和６年２月発行「第46号　保健活動推進員だより」より抜粋

01081105
テキストボックス
資料５　保健活動推進員_説明資料「保健活動推進員について」別添





保健活動推進員候補者推薦書 
 

令和   年  月  日 
区長 
 

（推薦者職氏名） 
 

 自治会町内会名                
 

 自治会町内会長名               
  

 （フリガナ）  

 
   氏 名  

再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ） 令和７年４月１日現在の年齢 

 
再任・新任 

 
  年   月       歳 

住   所 電話番号 

 〒 

 

（自宅） 

（携帯） 

メールアドレス※   
 
※欄は任意です 

 

被推薦者（推薦を受ける者）の同意及び推薦内容の本人確認について 

 推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、ご本人の同意を得ていただきますようお
願いします。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

 
□ 推薦にあたり、氏名等推薦内容は、被推薦者の同意・確認を得ています。 

 

 

 

 

 

 
 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は、委員相互の連絡、委嘱委員所管課にお

ける共有および連絡調整等に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 
 
 
 



わたしたちは青葉区

員

からだを知ろう、予防しよう

・健康チェック

・健診受診啓発

・体⼒測定

・⼝腔ケア

・フレイル（虚弱）予防

その他の活動

・健康づくりに関する講演会

・⻘葉区健康フェスティバルへの参加

・⾚ちゃん教室のお⼿伝い

からだを動かそう

・ウォーキングマップを作っています

・歴史ウォーキング

・ご近所ウォーキング

・コグニサイズ（認知症予防の体操）

・ハマトレ

保 健 推動活 進

私たち保健活動推進員は、みなさまの健康寿命を延ばす活動をしています。

ホームページもご覧ください

⾃治会町内会の推薦により横浜市⻑から委嘱された�
約250⼈の保健活動推進員が、区役所と協⼒しながら�
地域の健康づくりの推進のために活動しています。

愛称は

⻘葉区のマスコットキャラクター
「なしかちゃん」

⻘葉区 保健活動推進員

地域でいろいろな活動をしています地域でいろいろな活動をしています

です！保活保活
ほかつ



 

 

 

 

 

 

 

青葉区保健活動推進員は 

16 地区に分かれて活動しています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 

青葉区保健活動推進員会（青葉区市ケ尾町 31-4 青葉区福祉保健課内） 

☎ 045-978-2438   FAX 045-978-2419 

 
 
 
 

恩田地区 

奈良北地区 

中里地区 

すすき野地区 山内西地区 
美しが丘地区 

山内東地区 

こどもの国駅 

青葉台駅 

 

あざみ野駅 

 

中里北部地区 奈良地区 

荏田地区 

新荏田地区 

荏田西地区 

市ケ尾地区 谷本地区 

上谷本地区 

青葉台地区 



 

 

令和６年度「自治会町内会のための講習会」 

事例発表収録動画の YouTube配信について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

令和６年度の「自治会町内会のための講習会」について、昨年度に引き続き、より多くの皆様に御

紹介するため、事例発表の様子を収録した動画を YouTubeにて配信します。 

つきましては、以下の通り御案内いたしますので、御視聴のほどよろしくお願いいたします。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区 連 長】ご承知おきください。 

 【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 
３ 配信内容、配信期間など 

（１）配信内容 

   市内２区の自治会町内会に、ICTを活用した負担軽減等の活動事例を御紹介いただきました。 

①  保土ケ谷区 坂本町内会 

「自治会 DXの実現に向けて」（LINEを活用した情報伝達） 

 

②  瀬谷区 本郷第一自治会 

「回覧文書の電子化」 

（「いちのいち」アプリを活用した回覧、ポスターの電子配布） 

 

（２）配信期間など 

・令和６年 11月 12日（火）～令和８年３月 31日（火） 

  ・以下のホームページから視聴できます。 

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

 

 

 

４ その他 

事例発表について、視聴した感想等を電子申請・届出システムでお答えください。 

令和６年 11月 12日（火）午前９時から令和７年３月 31日（月）午後５時まで受け付けます。 

電子申請・届出システムは、下記の二次元コードまたは、電子申請・届出システムトップページから、 

「手続き一覧（個人向け）」→キーワード検索「自治会 講習会」で検索できます。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/8ef0a07d-9b2e-

4de4-ae3a-aa6fc753abff/start 

 

 

 

横浜市 自治会町内会への加入促進 検索 

【担当】横浜市市民局地域活動推進課 川口、笹尾 

    電話：671－2317 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 

 

←感想等受付の 

二次元コード 

 

 

←事例発表の 

二次元コード 

↑事例発表の一部抜粋 

 

市連会 11 月定例会資料 
令 和 ６ 年 1 1 月 1 2 日 
市民局地域活動推進課 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/8ef0a07d-9b2e-4de4-ae3a-aa6fc753abff/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/8ef0a07d-9b2e-4de4-ae3a-aa6fc753abff/start


自治会町内会向け

自治会町内会の役員の皆様向けに、活動におけるデジタ

ルツールの活用（回覧板や会費集金等のデジタル化）に

関するデジタルツール展示・相談会を開催します。

具体的にどんなものが

あるの？

どうやって選べばいい

の？
お金はかかる？

デジタルで活動は

楽になるの？

①１月25日（土）10～12時 保土ケ谷区役所

②２月２日（日）10～12時 磯子区役所

③２月８日（土）10～12時 都筑区役所

開催日時・場所

お問合せ・お申込みは

横浜市 市民局 地域活動推進課

自治会町内会で使える

デジタルツール展示・相談会

こんな方向けの内容です

電子回覧板として使えるアプリや、会費の集金などをキャッシュレスで行えるアプリを提供している企業等の出展
を調整中です。サービスの紹介をはじめ、導入の相談も直接できます。
出展企業が決まりしたら、市民局の自治会町内会DX応援事業ホームページで公開します。→

申し込みは、裏面の
二次元コードまたはＦＡＸにて

各回
同じ内容
です

０４５－６７１－２３１７

問合せ電話



  

●電子申請：右側の二次元コードから入力 → 

 ●ＦＡＸ：０４５－６６４－０７３４ 
 

自治会町内会デジタルツール展示・相談会エントリーシート 

１ 出席希望の日程に○を付けてください（1か所のみ） 

出席希望 日    程 

 

① 令和７年１月25日（土）10時～ 

 保土ケ谷区役所会場 本館地下１階・会議室 

              （相鉄線「星川駅」徒歩５分） 

 

② 令和７年２月２日（日）10時～ 

 磯子区役所会場 ７階701・702会議室 

            （JR根岸線「磯子駅」徒歩５分） 

 

③ 令和７年２月８日（土）10時～ 

 都筑区役所会場 ６階大会議室ＡＢ 

（市営地下鉄「センター南駅」徒歩６分） 

２ 自治会の所在区と名称、出席人数をお知らせください 

  （※会場の都合上１団体２人まででお願いいたします） 

区名 区 

自治会町内会名  

人数（２人まで） 人 

 

３ 連絡先電話番号をご記入ください 

    TEL：                                 

〆切：2025 年１月１４日（火） 

申し込み先：市民局地域活動推進課 





 

エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾） 

早期終了に伴う、広報チラシの掲示板掲出終了について【協力依頼】 

 

１ 趣旨 

 エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾）は、令和６年６月からキャン

ペーンを実施してまいりましたが、この度、予算上限に到達したため、11 月５日（火）

に早期終了いたしました。 

 つきましては、早期終了をもって広報チラシの掲出も終了となりますので、令和６

年５月に掲出依頼をした広報チラシを、自治会町内会の掲示板から撤去していただ

きますよう、ご協力をお願いいたします。 

 自治会町内会の皆様におかれましては、広報等にご協力いただき、誠にありがとう

ございました。 

 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】掲示板に右記の広報チラシをご掲出いただいて

いる場合は、撤去をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

３ お問い合わせ先 

 キャンペーンの内容に関すること 

エコハマお客様専用コールセンター 

（電話番号：045-900-4830、土日祝・年末年始含む 10 時～18 時） 

 掲示板への広報チラシ掲出・撤去に関すること 

 脱炭素ライフスタイル推進課エコハマ担当（電話番号：045-671-2661） 

 

 

市連会 11 月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 1 1 月 1 2 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
脱炭素ライフスタイル推進課 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
脱炭素ライフスタイル推進課 担当 東⽥・安室 
電話 045-671-2661 /FAX 045-550-4838 
メール da-ecohama@city.yokohama.lg.jp 



 

 

年末年始のごみと資源物の収集日程について 

 
１ 事業の趣旨 

本年度の年末年始のごみと資源物の収集は以下のとおり行いますので、自治会町内会長様

へお知らせをさせていただきます。（詳細は、裏面資料参照） 

  また、班回覧の中止に伴い、自治会町内会掲示版へのチラシの掲出をお願いいたします。

チラシの配布につきましては、11 月下旬に各自治会・町内会へ配送させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 
２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】定例会等で周知していただき、掲示板へのチラシ掲出をお願いします。 

 
３ 年末年始の収集日程について 

(1)  12月 31日（火）から１月３日（金）まで、収集をお休みさせていただきます。 

(2) 「燃やすごみ」「資源物」について、年末は 12月 30日（月）まで、年始は１月４日（土） 

から通常の曜日どおり収集します。 

 

４ 広報について 

(1)  自治会町内会掲示板へのチラシ掲出 

※11月下旬に各自治会町内会へ配送させていただきます。 

(2)  各集積場所に収集日程表を貼付 

(3)  広報よこはま 12月号（市版） 

(4)  ごみ収集車によるアナウンス 

(5)  市・局ホームページへの掲載 

(6)  LINE・X（旧 Twitter）などへの掲載 

 
５ 資料（裏面） 

年末年始のごみと資源物の収集日程 

 
担当：業務課計画係（収集日程に関するお問合せ） 

業務課運営係（広報に関するお問合せ） 

電話：671-2551（計画係）、671-3815（運営係） 

FAX ：業務課 662-1225 

市連会 10 月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 1 0 月 1 1 日 

資 源 循 環 局 業 務 課 



燃やすごみ・燃えないごみ
スプレー缶・乾電池

プラスチック製容器包装
またはプラスチック資源

缶・びん・ペットボトル
小さな金属類

２８日（土）

２９日（日）

３０日（月）

３１日（火）

１日（水）

２日（木）

３日（金）

４日（土）

５日（日）

６日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度　横浜市資源循環局

12
月

通常の曜日どおり収集します

収集はお休みです

通常の曜日どおり収集します

収集はお休みです

１
月

通常の曜日どおり収集します

収集はお休みです

通常の曜日どおり収集します

年末年始のごみと資源物の収集日程

１２月３1日(火)から１月３日(金)まで、

収集はお休みさせていただきます。

収集日程を

お確かめの上、
ルールを守って
お出しください。

粗大ごみの申込み 電話でのお申込みは１２月３１日（火）から１月３日（金）までお休みします。

横浜市 粗大ごみ
２次元コード

※12月のお申込みは特に混み合い、
年内の収集にお伺いできない場合がございます。

粗大ごみのお申込みについてはこちらから
又は、インターネットで 「横浜市 粗大ごみ」 と検索

〇 年末も、ごみと資源物の分別と減量にご協力をお願いします。
〇 ごみと資源物は、各収集日の にお出しください。

（年末年始の期間は、通常と収集時間が変わることがあります。）

〇 収集がお休みの日は、ごみと資源物を絶対に出さないでください。

〇 分別されていないものは収集できません。 横浜市資源循環局マスコットイーオ

※ 古紙・古布等の、「資源集団回収」の日程については、

実施している自治会・町内会等か、回収業者へ直接お問合せください。

12月30日正午から１月３日までにお申し込みされた方への返信（収集日等のお知らせ）は、１月４日以降になります。
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